
（目的）

第1条

いう。）の運営方針、職員の区分、定数及び職務内容、保育方法、費用その他保育園の運営に関し

重要な事項を定めることにより、効率的かつ透明性の高い保育園の運営を確保し、入所する子ども

及びその保護者に対し適切な保育を提供することを目的とする。

（保育所の名称等）

第2条 社会福祉法人子どもの家福祉会が設置する保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

（1）　名称　　子どもの家保育園

（2）　札幌市豊平区平岸4条9丁目4番9号

（運営方針）

第3条 1. 小規模で行う保育を目標とし、その中で年齢の違う子どもたちをグループとし,いろいろな活動を通して、

一人一人に行き届いた保育をすることで、自発性及び協調性のある子に育つよう願い、

子供たちの未来を切り開き創造していく、心豊かな子どもを育てる事を方針としている。

2. 保育園は、運営にあたっては、札幌市児童福祉福祉法施行条例、札幌市子ども・子育て支援法施行

条例及びその他関係法令等を尊守するものとする。

（対象及び利用定員）

第4条 1. 保育園は、2号認定子ども及び3号認定こども（子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号

に掲げる小学校就業前子どもをいう。以下同じ。）並びに児童福祉法第24条第5項又は第6項の

規定に基づき措置された子供（以下これらを「子ども」という。）を保育する。

2. 保育園は、次に掲げる利用定員の範囲内で子どもを受け入れるものとする。

　（1）　2号認定こども　　30人

　（2）　3号認定子どものうち満1歳以上の者　20人

　（3）　3号認定子どものうち満1歳以下の者　10人

3. 前項の規定にかかわらず、保育の利用の需要の増大や措置児童に対する対応、その他やむを得

ない事情があるときは、前項に規定する利用定員を超える子どもを受け入れる事が出来る。

（職員の職種及び員数）

第5条 1. 保育園に次の各号に掲げる職員を置き、その員数は前条第2項に規定する利用定員に対し、当該

各号に掲げる数とする。

ただし、前条第3項の規定に基づき子どもを受け入れ、又は前条第2項に定める利用定員を下回る

子どもを受け入れるときは、その数に応じて、札幌市児童福祉法施行条例第182条の規定に基づく

員数以上の職員を置くものとする。

　（1）　園長 1人　（常勤専従） （5）　調理員 1人　（常勤専従、又は非常勤）

　（2）　保育士　児童数に応じて配置する。 （6）　用務員 1人　（常勤専従、又は非常勤）

　（3）　事務員　1人　（常勤専従、又は非常勤） （7）　嘱託医 2人　（小児科医1人、歯科医1人）

　（4）　栄養士 1人　（常勤専従、又は非常勤）

2. 前項定める他必要に応じ職員を置くことができる。

（職務内容）

第6条　　　　 前条第1項各号に掲げる職員の職務内容は、次のとおりとする。

　（1）　園長 理事会の決定する方針に従い、保育園の管理運営を統括する。

　（2）　保育士　保育に従事し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭との連絡等の業務を行う。

主任保育士は、園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。

　（3）　事務員　建物備品の保全管理、経理事務、物品の調達・受払い、文書の収発、整理、関係機関

との連絡その他庶務に関する業務を行う。

　（4）　栄養士 給食献立の立案・栄養管理、調理指導、食品の調達計画、調理室及び食品庫等の衛生

管理、子どもの状況等に応じた栄養指導、食育推進に関する業務を行う。

　（5）　調理員 給食献立の立案及び調理、食品の調達計画と受払い、調理室及び食品庫等の管理その

他給食に関する業務を行う。

第　1　章　　総　則

運　営　規　程

この規則は、児童福祉法及び子育て支援法の規定に基づき、子どもの家保育園（以下　「保育園」　と

第　2　章　　職員及び職務
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　（6）　用務員 園舎の内外の清掃、その他保育園の運営に必要な雑務を行う。
　（7）　嘱託医 入所した児童の健康診断と保健衛生の指導に関する業務を行う。

（職員の資格）

第7条　　　　 職員は札幌市児童福祉法施行条例144条に定める要件に該当する者のうちから理事長が任命する。

但し、保育士については、児童福祉法第18条の18の規定に基づき登録を受けた者である事を要する。

（職員の心得）

第8条　　　　 職員は、運営方針及び社会福祉施設の公共性に則り、その職務の遂行に努めるほか、特に入所して

いる子どもに対しては、無差別平等を旨とし、常に深い理解と愛情を持って接遇するとともに、職員相互

の融和と協力を図り、児童処遇の充実に努めなければならない。

（虐待の防止のための措置）

第9条　　　　 保育園は、入所する子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な

体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

（入所）

第10条 1. 保育園に入所できる子どもは、原則として、第4条第1項に規定する子どもであって、児童福祉法第24条

第3項の規定に基づく利用の調整を受けた者又は同法だお24条第5項又は第6項の規定に基づき措置

されたものとする。

2. 前項の規定に基づく子どもが認可定員に達しない場合には、札幌市と協議を行なった上で、その範囲内

において、私的契約により子どもを入所させることができる。

3. 前項の規定により入所した者は、別に定めるところにより、利用料を支払わなければならない。

4. 保育園は、保育の提供に際し、入所する子どもの保護者に対して、本規定の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、

保護者から同意を得るものとする。

5. 園長は保護者から前項の同意を得たときは、支給認定証（子ども・子育て支援法第20条第4項に規定

する支給認定証をいう。）の内容を確認し、支給認定内容について把握するものとする。

6. 保育園は、子供の居住地市町村による保育の利用に係る委託、措置等があった場合は、正当な理由

がない限り、これらに応じるものとする。

（退所）

第11条 1. 保育園に入所した子どもの保護者は、子供を退所させようとするときは、園長に退所の届出をしなけれ

ばならない。

2. 園長は、入所した子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保育園を退所させることができる。

ただし、前条第1項の規定により入所した子どもを退所させる場合にあっては、あらかじめ入所した子

どもの居住地市町村の承認を得なければならない。

　（1）　前条第1項の規定により入所した子どもが2号認定子ども及び3号認定こどもでなくなったとき、

　　　　又は児童福祉法第24条第5項及び第6項の規定に基づく措置が解除されたとき。

　（2）　前条第2項の規定により入所した子どもについて、利用料を支払わない場合、その他入所を継続

　　　　させることが適当でないとき。

　（3）　その他、子どもの居住地市町村と協議の上保育の提供の継続が適当と認められないとき。

（保育の内容等）

第12条 1. 保育は、札幌市児童福祉法市区条例第184条の規定に基づくほか、次に定めるものについて行う。

　（1）　給食（昼食及び間食）

　（2）　その他必要な保育

2. 保育園は前項に規定する保育のほか、次に掲げる便宜の提供を行う。

　（1）　主食の提供（3歳児クラス以上の子どもに限る。）

　（2）　次条第2項に規定する時間外保育

　（3）　一時預かり事業

　（4）　休日保育事業

　（5）　その他の便宜

第　4　章　保育の提供等

第　3　章　入所及び退所
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3. 保育の提供にあたっては、保育指導計画を作成するものとし、当該計画は、保育所保育指針を基準と
して、年間、月間、週案に分けて作成することとする。

4. 保育園の職員は、保育の提供をした際は、保育の提供日、内容その他の事項を記録しなければならない。

5. 園長は、入所する子どもの処遇に関する具体的な措置を決定し、その円滑な実施を図るため、必要な

時期に関係職員を構成員とする会議を開くものとする。

（保育を提供する時間及び日）

第13条 1. 保育を提供する時間は、次の各号に掲げる入所した子どもの保育必要量の区分に応じ、当該各号に

定める時間とする。

（1）　保育標準時間　　午前7時から午後6時までの範囲内

（2）　保育短時間　　　午前9時から午後4時までの範囲内

2. 前項の規定にかかわらず、保護者の就労や就学等の理由により保育が必要なときは、前項の保育必要量

の区分に応じ、次の各号に定める時間において時間外保育を提供するものとする。

（1）　保育標準時間　　午後6時から午後7時までの範囲内

（2）　保育短時間　　　午前7時から午前9時までの範囲内

　　　　　　　　　　　　　　午後4時から午後7時までの範囲内

3. 保育園は、時間外保育を要するときは、保育園に対しあらかじめ時間外保育の利用について保護者に

申出させるものとする。

ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

保育を提供する日は、月曜日から土曜日まで（次条に規定する保育の提供を行わない日に該当する日を

除く。）とする。

（保育の提供を行わない日）

第14条 1. 保育を提供しない日は、次に掲げる日とする。

（1）　日曜日

（2）　国民の祝日に関する法律に定める休日

（3）　12月29日から31日まで、翌年1月2日及び1月3日

2. 保育園は前項に定める日であっても、必要に応じて保育を提供することがある。

（給食）

第15条 1. 給食は出来る限り変化に富み、入所している子どもの健全な保育に必要な栄養量を確保するものとする。

2. 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している児童の身体的状況及び趣向を考慮

したものとする。

給食の調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うものとする。

3.

（健康管理）

第16条 1. 入所している子どもの健康管理に留意し、少なくとも年2回以上の健康診断と年1回以上の歯科健康診断を

2. 行うものとする。

3. 保育園には、常時、必要な医薬品及び医療器具を備え付けるものとする。

職員の健康診断は年1回以上、調理員等給食関係者の検便は毎月実施するものとする。        

（入所する子どもの生活）

第17条 1. 保育園の構造設備は、彩光、換気等入所する子どもの保健衛生を考慮したものとするとともに、危険防止に

十分な処置を講じなければならない。

2. 入所する子どもの使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、常に清潔に保たなければならない。

（1）　居室、便所は毎日清掃し、定期的に消毒すること。

（2）　食器等は、使用後よく洗い、十分に消毒する事。

（保護者との連絡）

第18条 園長は、入所する子どもの行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な

意思疎通を図るよう努めるものとする。

（緊急時等における対応）

第19条 1. 保育園の職員は、保育の提供を行っている時に、入所する子どもに体調の急変が生じた場合、その他必要な

場合は、速やかに当該子どもの保護者又は主治医若しくは嘱託医に連絡する等の必要な措置を図るよう

努めるものとする。

2. 保育園は、地震等の災害発生時に備え、入所する子どもの引き渡し等について、あらかじめ保護者に周知

するものとする。
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（事故発生の防止及び発生時の対応）
第20条 1. 保育園は、入所する子どもに対する保育の提供により事故が発生したときは、速やかに当該子どもの

保護者又は家族、札幌市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2. 保育園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、

再発防止のための対策を講じるものとする。

3. 保育園は、入所する子どもに対する保育の提供により損害を賠償すべき事故が生じた場合は、損害賠償を

速やかに行うものとする。

（利用者負担その他の費用の種類）

第21条　　　　 1. 保育園は、札幌市子ども・子育て支援法施行条例14条第4項の規定に基づき、保育の提供における便宜に

要する費用のうち、別表1及び別表2に掲げる費用の支払いを入所する子どもの保護者から受けるものとする。

2. 保育園は、前項に規定する費用の他、必要に応じ、保育の提供において通常必要とされるものであって入所

する子どもの保護者に負担させることが適当と思われる費用について支払いを受けるものとする。

3. 保育園は、前2項の規定の費用の支払いを求めるときは，予め当該費用の使途及び額並びに支払いを求める

理由について書面によって明らかにするものとし、保護者から同意を得なければならない。

4. 保育園は、札幌市子ども・子育て支援法第28条規定に基づき、特別利用保育を提供したときは、提供した

子どもの保護者から特別利用保育に係る利用者負担額（保護者の居住する市町村において定める額）の

支払いを受けるものとする。

（災害対策）

第22条　　　　 1. 園長又は防火管理者は、災害防止の入所する子どもの安全を図るため、非常その他急迫の事態に備え、

取るべき処置についてあらかじめ対策を立て、少なくとも毎月1回の避難訓練を行うものとする。

2. 保育園は、地震等の災害発生に備え、入所する子どもの引き渡し方法等についてあらかじめ定めるものとする。

（研修の実施）

第23条 社会福祉に従事する職員として、福祉に対する観念と事務及び技能の研修を図るため必要と認められる

研修を実施する。

（帳簿の管理）

第24条 1. 保育園には、設備、職員、庶務、会計及び入所する子どもの処遇の状況等に関する帳簿を整備する。

2. 帳簿は、次の示す区分に基づき、別表3に掲げるものを基準として整備を行うものとする。

（1）　管理に関する帳簿

（2）　入所する子どもに関する帳簿

（3）　会計経理に関する帳簿

（苦情解決）

第25条 保育園における札幌市子ども・子育て支援法施行条例31条第1項の規定に基ずく、保護者からの

様々な意見・要望・苦情・不満に対する適切な対応及びその解決を図るための事項については、

「苦情解決規定」の定めるところによる。

（個人情報の取扱い）

第26条 保育園が保有する個人情報の保護及び適正な取り扱いに関する事項については、「個人情報取扱規定」

の定めるところとする。

第　10　章　個人情報

第　5　章　　　利用者負担

第　6　章　　　非常災害対策

第　7　章　職員研修

第　8　章　文書

第　9　章　苦情解決
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（委任）

第27条 1. この規定に定めるもののほか、保育園の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

2. この規定を改定し、又は廃止するときは、社会福祉法人子どもの家福祉会の理事会の決議を

経なければならない。

附則

この規定は、平成27年4月1日から施行する

内容及び負担を求める理由・目的 金額 徴収時期

委託費に含まれる給食提供に係る費用は副食費

のみであるため

250円 〃

パターン　1：　コアタイムの設定が8時～16時の場合

1時間以内

― ―

100円 100円

　　備考

　　　1　利用負担額の区分が、A　又は、B　の世帯については、上記金額の2分の1の額を減免する。

　　　2　【支払時期について記載する事】　　その都度現金で徴収する。

200円
保育標準時間

保育短時間

7時から8時まで

父母会としての運営資金として

16時から18時まで

1時間超え

―

100円

父母会費

主食費 1,750/食 毎月月初め

別表　2

項目 18時から19時まで

第　11　章　雑則

項目

別表　1
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別表　3
区分 帳簿・名簿等 保存期間 備考

1　管理運営関係 （1）　運営規定 永久

（2）　就業規則等（給与、旅費含む） 永久

（3）　認可・確認・届け出関係書類 永久

（4）　土地・建物関係書類 永久

（5）　施設台帳（沿革史等を含む） 永久

（6）　苦情受付記録簿 5年

（7）　事故記録簿 5年

（8）　事務日誌 5年

（9）　事業計画・報告関係書類 3年

（1）　児童名簿 5年

（2）　児童表 5年

（3）　児童出席簿 5年

（4）　保育の計画

2　児童関係 　ア　保育課程 5年

　イ　年間指導計画 5年

　ウ　月間指導計画 3年

　エ　週案 1年

　オ　保育所児童保育要録 6年

（5）　自己評価関係書類 5年

（6）　健康診断記録 5年

（7）　保育日誌 5年

（8）　保育実施関係書類 5年

（9）　園だより 3年

（10）支給認定不正報告関係書類 5年

3　給食関係 （1）　集団給食施設設置・変更・廃止届 永久

（2）　献立表（予定、実施） 5年

（3）　給食日誌 1年

（4）　検便記録簿 1年

（5）　給食だより 1年

（6）　衛生管理チェック表 1年

（7）　食品発注・納品簿 5年

4　職員関係 （1）　労働者名簿 永久

（2）　辞令簿 永久

（3）　履歴書綴 3年 退職後

（4）　資格証明書（登録書）　綴 永久

（5）　各種労使協定書・労基署届出関係書類 永久

（6）　勤務割表 3年

（7）　出勤簿 3年

（8）　給与（賃金）　台帳 10年

（9）　時間外・休日勤務命令簿 3年

（10）休暇簿・出勤整理簿 3年

（11）出張命令関係簿 5年

（12）健康診断記録簿

（13）検便実施記録簿

（14）社会保険・労働保険関係書類

（15）所得税（源泉徴収）関係書類

（16）退職共済関係書類

（17）雇入通知書・雇用契約関係書類 3年 退職後

（18）各種手当届出関係書類 3年

5　防災関係 （1）　防火管理者選任届関係書類 永久

（2）　消防計画関係書類 5年

（3）　消防用設備点検結果報告書関係書類 3年

（4）　避難（消火）訓練実施記録関係書類 3年

6　経理関係 （1）　経理規定 永久

（2）　財産目録 永久

（3）　固定資産管理台帳（不動産台帳を含む） 永久
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別表　3
区分 帳簿・名簿等 保存期間 備考

（4）　予算書 永久

（5）　決算報告書 永久

（6）　決算付属明細書

　ア　借入金明細書 永久

　イ　貸付金明細書 永久

　ウ　寄付金収入明細書 永久

　エ　金銭残高明細書 永久

　オ　預貯金・有価証券明細書 永久

　カ　預貯金残高証明書 永久

　キ　未収・未払・預金等明細書 永久

　ク　積立金・引当金明細書 永久

　ケ　補助金収入明細書 永久

　コ　国庫補助金等特別積立金明細書 永久

　サ　固定資産増減明細書 永久

　シ　固定資産集計表 永久

（7）　総勘定元帳 10年

（8）　仕分伝票 10年

（9）　現金出納帳 10年

（10）小口現金出納帳 10年

（11）寄付金・寄付物品台帳 10年

（12）利用料等徴収関係書類 3年

（13）施設型給付費・補助金請求・清算関係書類 5年

（14）備品台帳 10年

（15）借入金台帳 10年

（16）貸付金台帳 10年

（17）未収金台帳 10年

（18）未払金台帳 10年

（19）有価証券等台帳 10年

（20）月次試算表 10年
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